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評価内容

課題

総則 Ｂ Ｂ

利用状況 Ｂ Ｂ

指定管理者自己評価 市による評価

施設の設置目的を理解し、それに向けた
取り組みを実施しており、評価できる。今後
も施設の特徴を活かしたサービス等を行い
利用者増加に繋げていただきたい。

担当部課
(問合せ先)

　今治市大三島海洋温浴館及び農村交流館の
管理運営に際しましては、当施設が公共施設で
あることに鑑み、「公の施設は誰のものか。」を
よく考え、利用者の方への「公平・公正」を念頭
に置き、健常者、弱者、子供、老人、性別、社会
的身分等による不当な差別的取り扱いがない
ようにし、全ての利用者の方に愛される施設と
なることを基本方針として管理運営を行いまし
た。また、当施設の設置目的である「健康」、
「交流」及び「産業振興」にかなったサービスを
利用者の方に提供し、高い利用者満足度を得
ることができるよう努めました。

　当施設の運営に際しましては、「利用者の方
と共に在る。」という理念の下、「顧客満足」の
視点に立った利用者サービスの質の向上や利
便性向上に努め利用促進を図りました。レスト
ランにおける地元産鮮魚の活用や売店におけ
る地元産新鮮野菜の販売などはその一例であ
り、地元利用者の方々並びに観光で訪れた島
外からの利用者にも好評でした。

モニタリングの
実施方針・方法
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利用者数は前年度比△4,301人であり、人
口減少に伴い利用者が減少したと見られ
るが、今後もリピーター確保に向けた取り
組みに期待する。温泉だけではなく、レスト
ランや地元生鮮食品の販売などが好評で
あるのでＰＲ強化をしていただきたい。

　本施設の管理運営業務の確認にあたっては、管理運営状況を事業報告書、実地調査、指定管理者
へのヒアリング等により把握しました。
　その後、指定管理業務の課題ごとに、指定管理者による自己評価及び市による評価結果を取りまと
めました。
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課題

管理運営体制 Ｃ Ｃ

管理運営業務 Ａ Ａ

利用業務 Ｂ Ｂ

　利用業務に関しましては、施設の利用促進策
として地元産魚介類及び農産物の販売、地元
旅館組合との連携、さらには、メディアを活用し
た宣伝広報等の各種活動を行い利用者増加に
努めました。地元の老人クラブを対象に送迎バ
スを運行し町内4地域のクラブが毎月1回利用
し、入浴と食事を楽しんでいます。今後はさらに
町外各種団体の勧誘を積極的に行いたいと考
えています。

利用促進に向けたバスの運行などは評価
できる。他団体にも積極的にＰＲを行うこと
を期待する。また、利用者に好評である地
元生鮮食品の販売等をよりＰＲできれば良
い。

指定管理者自己評価 市による評価

　統括責任者を除く職員をフロント部門、レスト
ラン部門及び施設管理部門の各部門に配置し
ておりますが、限られた人数で効率よく業務を
行うため各部門の連携強化に努め、必要最小
限の人数で最大効果が発揮できる体制の確立
と職員の意識改革を行うなど職員の能力向上
に努めました。また勤務ローテーションにつきま
しては労働基準法等労働関係法を遵守するこ
とはもちろんのこと、利用者ための施設として、
サービス水準の維持向上、緊急時等の対応な
どを考慮したローテーションとしました。ただ、
ローテーション勤務のため職員研修の実施時
期、時間等に課題も残りました。

職員の意識改革に努め、業務の効率化、
能力の向上に取り組んだことは評価でき
る。職員研修にも力をいれ、利用者満足に
繋がる取り組みに期待する。

従業員が一丸となり努力したことで２期連
続での黒字計上となったことは評価でき
る。今後も安定した経営に期待する。

　入館者の減少傾向に歯止めがかからず、本
年度の入館者数は前年度より約４，３００人減
少しました。それに伴い入館料等の収入も当初
見込みより減収となりました。一方、経費は職
員一丸となって削減に努めた結果、収入減を経
費減が上回り減収増益となり２期連続で黒字を
計上することができました。

Ｂ事業収支

適正に業務が実施されている。

Ｂ

　管理運営業務に関しましては、基本的には
「今治市大三島海洋温浴館及び農村交流館指
定管理者業務仕様書第５業務基準」に基づき
適正に実施しました。しかしながら業務基準で
は対応できない、例えば地元産鮮魚や野菜に
起因する食中毒等の事故につきましては、利用
者の方に快適かつ安心して施設をご利用いた
だくとの観点から生産物賠償責任保険に加入
するなどリスクを最小限に抑えるよう努めまし
た。



課題

その他業務 Ｃ Ｃ

修繕業務 Ｂ Ｂ

備品管理業務 Ｂ Ｂ

行政財産の目
的外使用許可
手続業務

Ａ Ａ 適正な手続が行われている。

施設の老朽化が進み、様々な箇所で修繕
が必要になっている。計画的な修繕を行っ
ていただきたい。

概ね適正に業務が実施されている。今後も
利用者のことを第一に考えて業務を行って
いただきたい。

　修繕業務に関しましては、当施設の利用者の
方に快適かつ安心してご利用いただくため、さ
らには、今治市民の財産でもある当施設を長期
間安定的に使用するため、施設設備の維持管
理は施設管理者の重要な使命と考え、修繕の
内容に応じた適切な対応に努めました。また、
施設設備の不具合が大事故や火災等重大な
事態につながりかねないことから、全職員に対
して些細な異常も見過ごさない姿勢を保持し続
けるよう危機管理意識の徹底を図りました。

　備品管理につきましては、利用者ニーズ及び
利便性の向上と費用対効果を勘案し、弊社に
て購入の可否の判断が可能なケースの場合、
必要な備品と判断できれば早期の購入をする
など利用者の立場に立った対応に努めました。
また、既存の備品や新規に購入した備品は、施
設の財産であると同時に今治市民の財産でも
あり、長期安定使用のためには利用者の方の
ご協力も不可欠なことから、適正な使用のため
の説明書の掲示や、職員による説明を行うなど
適正な備品管理に努めました。

備品の管理について適正に業務が行われ
ている。備品についても古いものが多いの
で今後も計画的な管理をお願いしたい。

　行政財産の目的外使用許可に関しましては、
利用者ニーズに適切に対応することは勿論の
こと、その使用目的が施設の設置目的にかなっ
たものか、あるいは、使用を許可することが「公
平・公正」に反しないかなど種々の条件を総合
的に判断し、また、今治市と協議の上問題のな
い場合についてのみ手続きをすることとしまし
た。

指定管理者自己評価 市による評価

　利用者の方に安全・安心に施設をご利用いた
だくためには、利用者の方の生命、身体及び財
産の安全確保が最も重要となることから、全職
員が利用者の方の安全を最優先に迅速かつ的
確に対応するよう意識の徹底を図りました。ま
た、近年の地球温暖化問題に対する対策とし
て、利用者の方の安全等に配慮し、支障のない
範囲での照明の部分消灯、昼休憩の事務室消
灯、冷暖房温度の適正化への取り組みなど、
環境に配慮した施設運営に努めました。



課題

自主事業 Ｂ Ｂ

地域団体との
連携

Ｂ Ｂ

利用者
アンケート

Ｃ Ｃ

事故・苦情 Ｂ Ｂ

市による評価

概ね適正に業務が実施されている。災害
時、事故発生時の対応については、職員
間での共有を図り、利用者の安全を守って
いただきたい。

地域の行事とあわせた自主事業を行って
いることは評価できる。既存のイベントの他
にも利用者増加や利用者満足度が上がる
ような取り組みに期待する。

旅館等との連携により、集客を行っている
取り組み、またその他の地元団体との連携
も行っており評価できる。今後もこういった
取り組みによりＰＲを行っていただきたい。

前年度は行われていなかったアンケートが
行われたことは評価できる。継続してアン
ケートを行っていただき、設置期間や内容
についても改善を行っていただきたい。

　事故・苦情の対応につきましては、今治市大
三島海洋温浴館及び農村交流館が公の施設で
あるということに鑑み、利用者の方の立場に立
ち真摯な姿勢で迅速且つ的確に対応するよう
努めました。また、事故や苦情を未然に防ぐた
めの日常点検等にも力点を置いた対応に努め
ました。

　地域団体との連携では、大三島の地域特性を
考えた連携により利用促進を図りました。大三
島は大山祇神社に代表される観光地として年
間約６０万人の観光客が訪れます。その多くは
バスツアーによる日帰りの観光客ですが、土日
や連休等には町内の旅館に宿泊される個人客
や家族客も結構見受けられます。そこで、こうし
たお客様をターゲットに町内の旅館業組合と連
携を図り、旅館にご宿泊いただいたお客様に旅
館の外湯として当施設をご利用いただき、施設
の利用促進を図ろうという取り組みです。この
取り組みにより、利用の促進を図れたことはも
ちろんのことですが、実際にご利用いただくこと
で施設の魅力をＰＲできたことがそれ以上に大
きな収穫であったと考えております。

　施設の利用促進策として自主事業等の各種
イベントの実施は、より多くのお客様の獲得と
日頃の感謝の気持ちを表すことが出来る重要
な事業と認識をしております。秋には大山祇神
社の「産須奈祭」に併せて、「マーレ・グラッシア
大三島秋の感謝祭」を実施いたしました。「マー
レ」に島内各地域の「お祭り」が一同に会すると
いうことで多くのお客様に楽しんでもらうことが
出来ました。今後もお客様の関心の深いイベン
ト等を実施して喜んで施設をご利用いただける
自主事業の実施に努めたいと考えております。

指定管理者自己評価

　利用者アンケートは、利用者の方の声を把握
し、それらを施設の管理運営に反映させるな
ど、顧客満足の視点に立った利用者サービス
の向上のためにも大変有用な手段であると認
識しています。本年度は当施設独自のアンケー
ト調査を８月の夏休み期間中に約２０日間実施
しました。多くの回答者から高い満足度をいた
だきました。また、要望事項ですぐにでも実現可
能なものは速やかに対応しました。なお、アン
ケート設置場所による回答者の偏りが見られた
ため、次回からはアンケート内容、設置場所に
ついて再検討してより多くの利用者の意見収集
に努めたい。



指定管理者の
経営状態

Ｂ

書類審査、指定管理者による事業説明、現地確認及び質疑応答などにより管理運営状況を精査した結果、指
定管理者は指定管理業務を適正に実施していると認められた。利用者数の減少や職員数の確保に苦慮しなが
らも、経費の削減、経営の合理化により２期連続の黒字であることは評価すべきである。利用業務については、
バス送迎により来館者の増加を図るなど努力が見られ、地域の健康増進施設としての取組が窺える。今後は、
鮮魚を活かしたレストランのへの集客、観光会社と連携した集客活動、さらに幅広い世代、地域からの誘客を
目指し、ＳＮＳ等を利用し施設のＰＲ活動を積極的に行っていただきたい。

会計帳簿、貸借対照表及び損益計算書については、
法令及び定款に従い、適正に作成されていると認めら
れる。
指定管理者の経営状況については、財務諸表から割
り出した経営分析指標において将来に禍根を残す可能
性が高い異常値はなく、指定施設の管理を安定して行
う物的能力を有していると認められた。

指定管理者選定審議会による総合評価

指定管理者は、今治市大三島海洋温浴館及び農村交流館条例及び施行規則並びに業務仕様書に基づき、施設の特性を踏ま
えた管理運営に努めており、指定管理者業務の履行が概ね適正に実施されていると認められる。指定管理業務のモニタリング
の結果、指定管理者としては標準的なレベル以上の取り組みがあると認められた。
入館者数が減ってきているが、減少に歯止めがかかるような新たな取り組みに期待する。当施設の設置目的である「市民の福
祉の向上と健康の増進を図り、あわせて市の産業と観光の振興」に寄与するための業務に併せて施設の特徴を活かし、地元と
連携した魅力のある利用促進業務に取り組んでいただきたい。

総　合　コ　メ　ン　ト　(市）


